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告示第１１０号 

 平成２８年度市県民税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年１０月７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年７月２６日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１１号 

 平成２８年度軽自動車税全期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年１０月７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年６月２７日  

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１２号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年１０月７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年９月２９日 

２ 送達を受けるべき者 

市役所前の掲示場に掲示済み 

告 示 
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（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１４号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２８年１０月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

   移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

   大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

   大和高田市曽大根 

   大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

   平成２９年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

   平成２８年７月１日から平成２８年７月３１日までの間 

 

告示第１１５号 

 平成２８年度国民健康保険税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年１０月１７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年８月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１６号 

 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２８年１０月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で
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きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所環境建設部都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

整理

番号 
名   称 種 類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 関西ハウジング はり札 １ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 
市役所西

駐車場 

２ 
(株)エコエムホー

ム 
はり札 ９ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 

市役所西

駐車場 

３ 
リアルクラフト

(株) 
はり札 ２ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 

市役所西

駐車場 

４ 東武建設 はり札 １ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 
市役所西

駐車場 

５ 
賃貸情報誌 

CHINTAI NARA 
はり札 １ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 

市役所西

駐車場 

６ 朝日ホーム はり札 ２ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 
市役所西

駐車場 

７ 不動産 はり札 ２ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 
市役所西

駐車場 

８ 日本共産党 立て看板 １ 市内 Ｈ２８．１０．１７ Ｈ２８．１０．１７ 
市役所西

駐車場 

 

告示第１１７号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年１０月２４日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年１０月１４日 

平成２８年１０月１７日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１８号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により、介護保険法第４２条の２第１項に規定する指定地域

密着型サービス事業者を次のとおり指定しました。 

平成２８年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 申請者  

社会医療法人健生会理事長 横山知司 
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２ 申請者の主たる事業所の所在地  

奈良県大和高田市日之出町１２番８号 

３ 事業所の名称  

ももの家 

４ 指定する事業所の住所  

奈良県大和高田市日之出町１７番２２号 

５ 事業所の種類  

看護小規模多機能型居宅介護 

６ 指定年月日  

平成２８年１１月１日 

７ 指定有効期限  

平成３４年１０月末（指定日より６年間） 

 

告示第１１９号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

  平成２８年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

放置されていた場所 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２８年１０月３日 ６  ８        

平成２８年１０月４日   １        

平成２８年１０月５日 １          

平成２８年１０月１１

日 
７ １ １        

平成２８年１０月１３

日 
４  １        

平成２８年１０月１７

日 
２          

平成２８年１０月１８

日 
１ １ ５        

平成２８年１０月２０

日 
２          

平成２８年１０月２１

日 
２          

平成２８年１０月２７

日 
１  １        
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平成２８年１０月３１

日 
９ ２ ５        

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２８年１０月１１日 道路 大和高田市田井新町地内 １  

平成２８年１０月１７日 道路 大和高田市旭北町地内 １  

平成２８年１０月３１日 道路 大和高田市大字市場 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

  告示日から６０日間。ただし、祝日を除く。 

５．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

   ア．移動費 ２，０００円 

   イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

   大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第１１５号 

大和高田市新庁舎建設基本構想・基本計画策定業務の受託候補者選定を公募型プロポーザル方式で

行いますので公告します。 

平成２８年１０月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務概要 

（１）業務名 

大和高田市新庁舎建設基本構想・基本計画策定業務委託 

（２）業務概要 

  大和高田市新庁舎を建設するために、新庁舎の基本理念、位置、規模、施設計画その他必要事項

の検討を行い、新庁舎建設基本構想及び基本計画を策定する。 

（３）履行期間 

契約締結の日から平成３０年６月２９日まで 

（４）委託契約限度額（３年度分合計） 

  ３０，８７８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市新庁舎建設基本構想・基本計画策

定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）の３ 参加資格に掲

公 告 
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げる要件を全て満たす者であること。 

３ 参加表明書の提出期限 

  平成２８年１０月２１日（金）１７時１５分 

４ その他 

  実施要領による。 

５ 担当課 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所財務部財産管理課 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ ＦＡＸ ０７４５－５２－２８０１ 

 

公告第１１６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 平成２８年度自動車騒音常時監視面的評価業務委託 

２ 履行期間 契約締結日から平成２９年３月２４日（金）まで 

３ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

４ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の役務提

供（調査業務）又は平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登

録名簿の（測量・コンサルタント等）に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（４）平成２３年４月１日以降で、元請けで官公庁発注の自動車騒音に係る調査

業務等の履行実績を有する者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（２）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

５ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び下記必要書類を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を

提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競

争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、４（４）の要件を満たすことを証するもの（該当調査業

務等に係る契約書等）の写しと４（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定

様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホー
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ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月７日（金）から平成２８年１０月１４日（金）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）提出場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

６ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月１７日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

７ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦ

ＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

８ 入札書の提

出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２６日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

９ 入札書への

記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくだ

さい。 

１０ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１１ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２７日（金）午前１１時 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１２ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に４に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１３ 落札者の

決定等 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った

者とします。 

１４ 契約保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴

収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加

資格停止の措置を講じることとなります。 

１５ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 公共下水道事業に伴う測量（３） 

２ 履行場所 大和高田市大谷地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業

務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する
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ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日
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以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２８日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

９９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 公共下水道事業に伴う測量（４） 

２ 履行場所 大和高田市東三倉堂町･中今里町･南今里町地内 
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３ 履行期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業

務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た
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だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２８日（金）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 
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１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，６８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 公共下水道事業に伴う測量（５） 

２ 履行場所 大和高田市礒野新町･池田地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業

務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 
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（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額
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で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２８日（金）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，１００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 公共下水道事業に伴う測量（６） 

２ 履行場所 大和高田市築山･甘田町･南陽町地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業

務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生
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手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 
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答 （１）受付期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２８日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，６６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 
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（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 公共下水道事業に伴う測量（７） 

２ 履行場所 大和高田市西三倉堂１丁目･蔵之宮町･築山･有井地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業

務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その
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加資格の確認

通知 

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２４日（月）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月２８日（金）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，８００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 大和高田市市民交流センター前バスシェルター等建設工事 

２ 工事場所 大和高田市片塩町地内  

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＡ、Ｂ又はＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ａ、Ｂ及びＣ等級の混合入札において、既

に元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受
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けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他のＡ、Ｂ及

びＣ等級の混合入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１０月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１０月２５日（火）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１０月２７日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１０月３０日（日）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１０月３１日（月）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１２，１６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第１２３号 

 大和高田市立保育所・こども園給食調理業務の委託事業者の候補者選定を公募型プロポーザル方式

で行いますので公告します。 

  平成２８年１０月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務概要 

（１） 事業名 

大和高田市立保育所・こども園給食調理業務委託 

（２） 履行施設 

・高田こども園及び土庫こども園 

・天満保育所及び磐園保育所 

（３） 委託の内容 

「保育所・こども園給食調理業務委託仕様書」のとおり 

（４） 委託期間 

平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの３年間 

（５） 委託料の上限額（３年度分合計） 

・高田こども園及び土庫こども園の給食調理業務を一括した金額 

￥６７，４７３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

・天満保育所及び磐園保育所の給食調理業務を一括した金額 

￥５４，６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

   公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市立保育所・こども園給食調理業

務委託プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）の６ 参加資格要件に掲げる要件を

全て満たす者であること。 

３ 参加申請書の提出期限 

平成２８年１１月８日（火）１７時 

４ その他 

   実施要領による。  

５ 担当課 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所福祉部保育課 

電 話：０７４５－２２－１１０１ ＦＡＸ：０７４５－２３－０４１５ 

 

公告第１２４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 神楽橋橋梁補修工事 

２ 工事場所 大和高田市有井・神楽２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 
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（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 
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覧等 （１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 
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１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１６，４３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高５枝西三倉堂１丁目地内管渠工事（６０）・給配水管移設工事（Ｇ６０） 

２ 工事場所 大和高田市西三倉堂１丁目地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市
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ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 
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（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１３，７００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 池田地内側溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市池田地内 
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３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前９時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 
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（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

９，６１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 敷枝築山地内管渠工事（６３）・給配水管移設工事（Ｇ６３） 

２ 工事場所 大和高田市築山地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての
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申請 確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 
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１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

６，８６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 
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平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高６枝田井新町地内管渠工事（７１） 

２ 工事場所 大和高田市田井新町地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 
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平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

２，２６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 片塩小学校緊急放送設備改修工事 

２ 工事場所 大和高田市旭北町地内（片塩小学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工

事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）甲種消防設備士第４類の有資格者を自社で有し、そのものを主任技術者と

して配置できる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履
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行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）の要件を満たすことを証する書類（資格証及び

雇用保険証等の写し）と５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様

式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 
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（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前１０時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，７１１，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第１３０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 市内８小学校防犯カメラ増設工事 

２ 工事場所 大和高田市有井地内外（磐園小学校外） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工

事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  
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大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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時等 （１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前１０時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，６１１，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会訓令第２号 

 平成２９年度大和高田市立中学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のとおり定め

る。 

  平成２８年１１月１日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

平成２９年度大和高田市立中学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 平成２９年度大和高田市立中学校給食調理業務（高田中学校、片塩中学校及び高田西中学校）

を実施するに当たり、この業務を委託する事業者の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に

行うため、平成２９年度大和高田市立中学校給食調理業務プロポーザル選定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１） 実施要領の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

教育委員会 
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（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 教育長 

（２） 高田中学校校長 

（３） 片塩中学校校長 

（４） 高田西中学校校長 

（５） 校長会代表 

（６） 学校栄養職員 

（７） 高田中学校ＰＴＡ会長 

（８） 片塩中学校ＰＴＡ会長 

（９） 高田西中学校ＰＴＡ会長 

（１０） 企画政策部長 

（１１） 財務部長 

（１２） 教育委員会事務局長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、教育長をもって充てる。 

３ 副委員長は、教育委員会事務局長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受託候補者の特定の日までとする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。 

５ 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を与える行為

をしてはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員及び第６条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この訓令は、平成２８年１１月４日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

教育委員会告示第１１号の２ 

 大和高田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

委員長 萱 澤 昌 子   

   大和高田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成１４年教育委員会告示第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 第１１条を第１２条とし、第２条から第１０条までを１条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の１条を

加える。 

 （定義） 

第２条 この告示において「私立幼稚園」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条の規

程により設置の認可を受けた幼稚園のうち子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園をい

う。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

 

世帯区分 

補助限度額 

（月額） 

 第１子 

 

第２子 第３子 

以降  

 １ 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に

よる保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）による支援を受けている世帯 

６，３００円 ６，３００円 ６，３００円 

 

 

２－Ａ 当該年度に納付すべき

市町村民税の所得割が

非課税の世帯 

ひとり親世帯等 ６，３００円 ６，３００円 ６，３００円 

 ２－Ｂ 
ひとり親世帯等以外の世帯 ３，３００円 ４，８００円 ６，３００円 

 

 ３－Ａ 当該年度に納付すべき

市町村民税の所得割課

税額が７７，１０１円未

満の世帯 

ひとり親世帯等 ３，６５０円 ６，３００円 ６，３００円 
 

３－Ｂ 
ひとり親世帯等以外の世帯 ０円 ３，１５０円 ６，３００円 

３－Ｃ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が

７７,１０１円以上の世帯 
０円 ３，１５０円 ６，３００円 

備考 

１ 補助金は、在園月数（退園し、又は入園した日の属する月を含む。）を乗じて得た額を限度と

して交付する。 

２ この表における所得割(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２９２条第１項第２号に規定

する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第３１４条の７、第３１４条の８及

び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第６項、

附則第５条の５第２項及び附則第４５条の規定は適用しないものとする。 

３ 地方税法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は
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均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 

４ この表において「ひとり親世帯等」とは、（１）から（７）までのいずれかに該当する世帯を

いう。 

（１） 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６項に規定する

配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの属する世帯 

（２） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により身体障害者手帳

の交付を受けている者の属する世帯 

（３） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳の

交付を受けている者の属する世帯 

（４） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に定

める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯 

（５） 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別児

童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯 

（６） 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等を受けて

いる者の属する世帯 

（７） 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市

長が認めた世帯 

５ この表において、（１）又は（２）に該当する子ども等のうち最年長の者を第１子、第１子を

除き最年長の者を第２子、第１子及び第２子を除いた最年長の者を第３子とする。 

（１） この表における第３－Ｃ区分の世帯にあって、次のいずれかに該当する子ども 

ア 学校教育法第１条に規定する小学校の第１学年から第３学年の就学年齢と同一年齢であ

る子ども 

イ 学校教育法第１条に規定する幼稚園に在籍する子ども 

ウ 学校教育法第７６条第２項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども 

エ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所に在籍する

子ども 

オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園に在籍する子ども 

カ 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援又は同条第３項に規定する医

療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども 

キ 児童福祉法第４３条の２に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校

就学前子ども 

（２） この表における第３－Ｃ区分以外の世帯にあって、次のいずれかに該当する子ども等 

ア 保護者に監護される者（未成年者に限る。） 

イ 保護者に監護されていた者（未成年者に限る。） 

ウ 保護者又はその配偶者の直系卑属（ア及びイを除く。） 

様式第１号中「第３条」を「第４条」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第３条関係） 

保育料減免措置に関する調書 
年  月  日提出 

（フリガナ） 
幼稚園名 

クラス 

年  月  日入園 

園児の氏名 

 

（   年  月  日生） 

現住所  

本年１月１日の住
所(現住所と異な
る場合のみ記入) 

 

保護者の氏名            印 電話番号  
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 保育料の減免対象者としての要件を審査するため、私及び世帯員の課税状況を税
務当局に照会することに同意します。 
                    署  名             

本年６月１日現在の世帯状況（園児と同一の世帯に居住し、生計を共にしている
者全員） 

氏  名 生年月日 年齢 性別 続柄 
※市町村民税課税額 

所得割額 均等割額 

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

 ・ ・      

家庭の状況 □ ひとり親世帯等 （該当する方はレ印を記入） 

 上記の者は、当幼稚園の在園児であることを証明します。 
     年  月  日 
 大和高田市長     殿 

幼稚園設置者       印 

（注意） 
１ ※太線枠内は、記入しないこと。 
２ 本年１月２日以後大和高田市に転入した場合は、転入前の市町村の課税証明書を添付すること。 
３ ひとり親世帯等としての減免を受ける場合は、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、身体 
障害者手帳、療育手帳等のコピーを添付すること。 

 

 様式第３号中「第４条」を「第５条」に改める。 

様式第４号中「第５条」を「第６条」に改め、同様式の別紙を次のように改める。 

別紙 

世帯区分 園児区分 
補助金交付 

決定額 

実際に 

減免した額 
差額 

１ 

市町村民

税非課税

世帯、生活

保護世帯

及び中国

残留邦人

等に対す

る支援給

付を受給

している

世帯 

３

歳

児 

第１子 人 円 人 円 人 円 

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

小計       

２―Ａ 

市町村民

税所得割

非課税世

帯（ひとり

親世帯等） 

３

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       
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小計       

２―Ｂ 

市町村民

税所得割

非課税世

帯（ひとり

親世帯等

以外の世

帯） 

３

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

小計       

３―Ａ 

当該年度

に納付す

べき市町

村民税の

所得割課

税額が７

７，１０１

円未満の

世帯（ひと

り親世帯

等） 

３

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

小計       

３―Ｂ 

当該年度

に納付す

べき市町

村民税の

所得割課

税額が７

７，１０１

円未満の

世帯（ひと

り親世帯

等以外の

世帯） 

３

歳

児 

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第２子       

第３子       

小計       

３―Ｃ 

当該年度

に納付す

べき市町

村民税の

所得割課

税額が７

７，１０１

円以上の

世帯 

３

歳

児 

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第２子       

第３子       

５

歳

児 

第２子       

第３子       

小計       

計 

３

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

４

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       
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５

歳

児 

第１子       

第２子       

第３子       

合計       

 様式第５号中「第６条」を「第７条」に改める。 

 様式第６号中「第７条」を「第８条」に改める。 

 様式第７号中「第９条」を「第１０条」に改める。 

   附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第２０号 

 大和高田市教育委員会１１月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２８年１０月２８日 

大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２８年１１月２日（水）午後２時 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第３４号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２８年１１月１日 

大和高田市選挙管理委員会     

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２８年１１月８日（火）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 大和高田市議会議員及び大和高田市長の選挙における選挙運動用自動車の 

使用の公営に関する条例及び大和高田市議会議員及び大和高田市長の選挙にお

ける選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

第３号 大和高田市公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程について 

第４号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第１０号 

 大和高田市農業委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２８年１０月２６日 

大和高田市農業委員会 

選挙管理委員会 

農業委員会 
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会長 松 田 榮 義   

記 

日 時  平成２８年１１月１０日（木）午後３時 

場 所  市役所３階東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 農地法第１８条第６項規定による通知の件 

第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画に

ついて 

第６号 その他 

 

 

 

 

水道事業公告第２２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年１０月２６日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（池田第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市池田地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事

（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

公営企業 
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加資格確認の

申請 

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の閲

覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 
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回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年１１月１８日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１１，１９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

水道事業公告第２３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告
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します。 

平成２８年１０月２６日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（池田第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市池田地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事

（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこと。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月２日（水）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年１１月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月８日（火）まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年１１月１１日（金）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年１１月１５日（火）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年１１月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日

以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 
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平成２８年１１月１８日（金）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

８，２５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 


